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1.は じ め に

今日は時代を18世 紀か ら19世紀 に限定 して話をさせていただ く。私は歴史をやって いるので、

ベ ンガル全体を対象にして仕事を して いる。 しか し、現状分析をされ る方は、バ ングラデシュ、

あるいはイン ドの西ベ ンガル州 ということで仕事をされることが多いと思 う。ベ ンガル とい う

地域は1947年 に、当時 「政治的生体解剖」といわれたような形で分割 された。当時はいずれ一

っ になるだろうという考え方があったが、意外に安定 して現在に至 っている。 したが って、バ

ングラデシュにっ いて、独 自の地域性があるかないかということも考えなければな らない時代

に入 ってきているといえる。ベ ンガルの場合、地域 というのは何であるか、政治的な領域 に関

してさえ現在問題を含んでいる状態である。その うちに、バ ングラデシュの歴史を書 く場合、

ベ ンガル全体を書 くのかどうかということが問題 になるのではないかと思われ るような状態に

ある。ただ私は今 日この場で、 「地域 とは何か」という問題を提起す るつ もりは全 くな く、発

展 と地域性 ということで話す ことにしたい。

地域性とい うことだが、 これを定義するのは難 しい。 さしあた り、1世 紀なり2世 紀なりの

タイムスパ ンを取 って、その期間ある程度持続 している構造、パ ターンが見 られれば、 これを

地域性 と呼んで しまおうとい う考えで、 この場に臨んでいる。っまり、例えば私が専門に して

いるベ ンガルの土地所有制の発展の過程に、1,2世 紀にわたる持続的な構造やパター ンが認め

られれば、それ壷ベ ンガルにおける発展の地域性の一つの現れ と見ることにする。

さて、今日問題 にす る18,19世 紀 という時期をイン ド史ではどう見るべ きなのか。イ ン ドの

「近世」の時代区分に関す る最近の研究動向に即 して、大雑把な見通 しをつけておきたい。最

近 国際貿易 に関す る、特 にイ ン ド洋貿易に関す る研究 が非常 に進展 して きた。従属論 か ら

ウォーラーステインの世界 システム論へ至る最近の社会経済史の研究の動向には、産業資本の

展開とい うより、商業資本、流通過程重視 という流れがある。そういう流れの中で、 イン ドに

おける近世の経済発展を非常に高 く評価する論調が生 まれてきて いる。大 きくまとめれば、16

世紀以来ヨーロッパか らアフリカ、東南アジア、中国等を含めて国際的な貿易網が形成される。

イン ドはその焦点の一つであ った。最近の研究動向の特質は、 これを単 に外国貿易が発達 した

と捉え るだけではな くて、イ ンドの内部経済、および政治体制に も影響を及ぼ したと考え ると

ころにある。商業資本が発展 し、農村へ貨幣経済が浸透 し、農村で商品作物の栽培が盛んにな

り、手工業が発展するというようにである。 さらにこういう近世的な発展がどこまで続 くかと
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いう問題が論 じられてお り、19世 紀の半ばまで続 くという見方が有 力である。

我々は植民地化の開始をもって、イン ドの近代が始まったと考えて きた。 ところが、最近の

論調は、植民地化の持 った意義 とい うものを比較的低 く見て、社会経済史的な観点か ら見れば、

もっと違 ったところで時代区分ができるといっているわけである。 ただベ ンガルにっいてはこ

うした見方はやや無理があるといわざるをえない。ベンガルはイギ リスの植民地化の波を正面

からかぶった地域であり、 このインパ ク トの大 きさを軽視す ることはできない。 しか しベ ンガ

ル社会の変化を長期的に見 ると、やはり18世 紀にで きた枠組みが植民地化の時期に切断 され る

のではな く、持続的に受け継がれてい く面があるのは否定で きない。植民地化の時代、つまり

18世紀の後半、西欧の近代がイン ド社会 を完全に圧倒す ることはで きないわけで、イン ド社会

の側にも発展する力があり、これに抵抗 してい く。西欧近代のインパ ク トはインド社会の中に、

折れ曲がりなが ら吸収 されてい く。あるいは西欧近代 とイン ドの18世 紀的な発展 とがお互い相

互作用を起 こしなが ら、長い間の融合過程を経て、おそらく19世紀の半ば くらいには、植民地

社会が形成されると理解する。こう見 ると、17,18世 紀の発展を重視す る論調は納得がい くわ

けである。

2.土 地所有制の展開過程

正8世紀か ら19世紀 にかけてのベ ンガルにおける土地所有制の展開 というテーマを、イギ リス

側の政策 とイン ド側が持 っていた固有の条件 との相互作用の過程と して分析 し、そこにどうい

う特徴があ ったか見てみたい。

ところで、 この時期にベ ンガル農業の発展 ということがいえるのだろうか。18世 紀の後半は、

ベ ンガル農業の混乱期であ り、1770年 には未曾有の大飢謹があった。 これはイギ リスがめちゃ

くちゃを したためで、人 口の3分 の1が 死んだといわれている。 しか し18世 紀か ら続 く持続的

な傾向というものがあ った。それは商業的農業の展開である。例えば、商人が農民 に前貸 しし

て米作をさせ る形の農業 は、ベ ンガルで は18世 紀に始まった。そ ういう前貸 し生産 は米だけで

はな く、サ トウキ ビ、タバコ、綿花等に広が っていた。その動きは18世 紀後半の混乱の中で一

度途切れ るが、その後ベ ンガル農業 はイギ リス とぶっかった衝撃か ら、急速に回復 していった。

19世 紀に入ると商業的農業は藍作やジュー ト作へ と拡大 していった。藍作は深刻な問題を引き

起 こしたが、米とジュー トは植民地的な搾取ばか りとはいいきれない側面を持 っていた。また

18世 紀の後半にはベ ンガルの3分 の1は 荒蕪地だったが、20世 紀に入る頃までには、耕作可能

な土地は開墾 し冬 くされていたと考え られる。19世 紀はベ ンガルの大開墾時代だ ったわけであ
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る。ところがベ ンガル農業 は20世 紀の初頭には停滞期、あるいは緩やかな下降期に入った。 ま

ず開墾のフロンティアが消滅 して しまい、1910年 代、20年 代か ら人口爆発が起 こって くるので

ある。

そうい うふうに進行 したベ ンガル農業の発展に土地 制度上 の枠組みを与えたのが、ザ ミン

ダー リー制である。ザ ミンダー リー制 というのは、ザ ミンダールか らきた言葉で、ザ ミンダー

ルは大地主、領主層と考えてよい。その下にライオッ トと呼ばれる農民がいた。イギ リスはベ

ンガルの植民地支配を始めた ときに、ザ ミンダールに土地所有権を賦与 し、ザ ミンダー リー制

という土地制度を施行 した。 これが1793年 のことであるが、ザ ミンダー リー制は独立後、1950

年代に廃止 されるまでベ ンガルの土地制度の基本的な枠組みを作 っていた。

そこでザ ミンダー リー制の展開を、ベ ンガル農業の発展 との関連で大まかに話 したいと思 う。

まず18世 紀、つまり植民地化に先立づ時代、すでにベ ンガル地方においては、緩やか に階層

化 された土地制度が形成されていた。その原因 は徴税請負であるとか、いろいろな職務を果た

す人にそれに対す る報酬 として土地を与えるとか、あるいは宗教的施設に対する寄付とか様 々

で、それ らが緩やかな階層的な秩序を作 っていった。ザ ミンダールは18世 紀までは治安、警察

権などを持 っており、領主的な性格を強 く持 っていた。だが他方ではこのザ ミンダールの権利

は、売買、質入れすることができ、そこに一つの特徴があった。またこの時代、巨大なザ ミン

ダールであって も直営地を経営 しており、そ こに農民を入れて刈分小作をさせていた。っまり

ザ ミンダールは領主的な性格を持ちなが ら、その領主権 自体は売買、質入れ 自由とい う状態に

あったわけである。ボル ドマ ンという所領を例にとると、この所領はベ ンガルの10分 の1を 含

む巨大な ものであった。そこで請負に出す。第一段階の請負人がサダル ・ムスタジール、第2

段階がク トキナダールと呼ばれた。 この所領は徴税請負 という形で2段 階に整理されて いるが、

実際の状態 はおそ らくもっと複雑で、様々な権利を持った有力者がいた ものを、 この2段 階に

整理 したのだろうと思う。 この請負人の下 にいたのがライオ ッ ト(農 民)で 、彼 らは実際に耕

作を行い、保有地 に対す る慣習的な権利を持 っていた。

1780年 代の検地帳によれば、それぞれの農民が持っている保有地の面積 は、大き くて もせ い

ぜい20～30エ ーカーで、それ ほど大 きな保有地 は成立 していなか ったと思われる。 しか し特徴

的なことは、ライオ ッ トの下に下級 ライオ ットとか、バルガダール(刈 分小作人)が いて、土

地 に対す る権利が耕作者の レベルですでに分化 していたことである。ただ しライオ ットの権利

はザ ミンダールとは対照的に売却はできなか った。

18世紀の状態は以上のような ものだった。っまり、ザ ミンダールは領主であるとも、地主で
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あるとも、断定 しに くい複雑な性格を持 っていたが、いずれにせよ、イギ リスが後に導入す る

所有権 に近 い権利を持 っていたことは確かである。また18世 紀の状態にっいて もう一っ重要な

点は、土地に対する権利が垂直的に分化 し、階層化 してい く傾向がすでに見 られることである。

しか もこの垂直方向に働 く力は、ザ ミンダールの レベルのみな らず、 ライオ ッ トの レベルで も

作用 していた。

こうした状態の ところに、1793年 にザ ミンダー リー制が施行され るわけであ る。そこには当

然植民地的収奪の問題があるが、今 日はベ ンガル農業の発展との関わりで問題を分析 してみた

い。その際、1793年 、19世 紀前半、19世 紀後半と分 けるのがいいと思 う。それぞれの段 階にお

いてベ ンガル農業の課題 というものがあった。イギ リスの植民地権力は、社会経済政策におい

ては日和見主義的で、状況の後にっいてい く傾向が強かったといえ る。1793年 にはザ ミンダー

ルをイギ リス的な地主 とさせ るべ く、ザ ミンダールに所有権を賦与 した。19世 紀前半にはプラ

ンテー ション農業の展開が問題の焦点であった6こ の時期にはヨー ロッパ移民によるイン ド開

発論が盛んで、その条件 を作 らなければいけないという課題があった。 しか しこのプランテー

ション農業による開発政策は結局潰れて、一部を除 きプランだけに終わ った。19世 紀後半には

ジュー トと米を中心 にした小農経営を基盤に した商業的農業を推進す るのが課題で、植民地政 ・

府はそれを支えるために土地法を整備 した。

1793年 にザ ミンダールに土地所有権を与えた政策が、何を意味 したかとい うと、それはザ ミ

ンダールの権利以外の権利は一切無視 したということである。 したがって18世 紀の末にあった

様々な土地に対す る権利 は、括弧に入れ られて しまった。 しか も後見庁というものが存在 して、

さらにザ ミンダールの所有権を強めていたことを見落としてはならないと思 う。後見庁はザ ミ

ンダールに子供がいなかった場合、あるいはザ ミンダールの経営が立ちいかな くな った場合、

植民地政府の判断で植民地政府が経営を肩代わ りして、経営を建て直すための官庁である。だ

か ら、ザ ミンダールは一応土地所有権者とはされているが、それは植民地政府の後ろ楯を持 っ

た ものであ ったわけである。

19世紀の前半の動 きとして重要なのは永代借地条例(バ トニ条例)の 制定である。 この法律

で植民地政府は、ザ ミンダールの地所を永代的に しかも定額地代で貸 し出す、それを又貸 しす

る、更にまた又貸 しす るということを認あ、そこか ら生 じる厄介な問題を処理するために法制

上の整備を行った。 こう して、又貸 しが認め られた結果、19世 紀の半ば過 ぎまでにはバ トニ

ダール、 ドバ トニダール等 と呼ばれる様 々な名称を持 った中間的な土地保有権者が、ザ ミン

ダールとライオ ッ トの間に階層を成 して存在するようになった。そ もそ も植民地政府 としては、
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ザ ミンダールの下でプランテーションのような借地農業を行なう階層を育成す るために、永代

借地条例を制定 して借地権を強 くしたわけだが、借地農業はベ ンガルでは発展せず、む しろ又

貸 しが3段 階、4段 階と続 いてい くよ うな独特の土地制度が形成され ることになった。 これを

ベ ンガルの土地制度史の用語でsubinfeudation(転 封)と 呼ぶ。

19世紀後半にジュー ト作を中心に商業的農業が展開す ると、それを栽培する農民の権利が問

題になった。そこでベンガル借地法が制定 され、農民の権利が確立され、事実上、農民保有地

の売買が認め られるようにな った。その結果、農民的な土地市場が成立 し、農民の保有地の売

買が急速に拡大 して、農民層が分解 し、刈分小作農(バ ルガダール)が 生まれて くるというこ

とになる。

以上が18世 紀か ら19世紀後半 までのベ ンガルの土地所有制の展開のあ らま しである。っまり

18世紀 に緩やかな階層を成 して存在 した様々な土地に対す る権利は、1793年 にザ ミンダールの

権利を除いて全部括弧に入れ られ、無力化て しまう。それを植民地政府 は、その時々のベ ンガ

ル農業の課題に応 じて再編 しなが ら復活 してい く。その結果、括弧に入れ られたところが、形

をあ る程度変えなが ら息を吹き返 して くるという過程がず っと見 られる。だか ら全体的にみる

と、18世 紀にで きた枠組みが持 っていた力は強かったと言 って良いと思 う。それが土地所有権

の設定 というかなりの荒療治にもかかわ らず、19世 紀の後半 に18世 紀の構造 と似た構造がベン

ガルの社会にまたできあが って くることを理解す るカギになると思う。

3.構 造的な特質

さて、ベ ンガルにおける土地制度の発展に見 られる構造的な特質とは何だろ うか。まず第1

にsubinfeudationを あげることができる。Subinfeudationと いうのは、ザ ミンダールの権利、

っ まり土地所有権を頂点 にして、土地に対す る権利が何段階 にも分化 していく垂直的な運動を

指す言葉である。その原因は何であったか。一つには、ザ ミンダールが政府に納める土地税が

永代定額 とされていたので、ベ ンガル農業の生産力がだんだん上昇 して くると、ザ ミンダール

の手に残 る剰余がどんどん増えていったことがある。イギ リス側は、ザ ミンダールは農業発展

のためにその剰余を投資す るだろ うと期待 したが、ザ ミンダールの側 はこれをsubinfeuda-

tion行 うとい う形で消費 し、ある程度収入は減 らして も安定 した年金生活者化す る道を選ん

だ。その結果、植民地化に先立つ時代に形成された土地制度が、権利の内容がある程度変化 し、

再編成されなが ら、 しか し、植民地権力が整備 した しっかりした法制 と裁判所 という制度的な

裏づけを得て固定化 されたといえる。
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ところで、18世 紀か ら19世紀にかけてのベ ンガルは、非常に社会的流動性の高い社会だった

と思 う。社会変動が非常に激 しかったわけである。 この流動性をベ ンガル社会がどういうふ う

に して吸収 し、新 たな秩序を作 り上げてい くかということだが、植民地的な条件の下では、政

治権力の再配分 ということは考え られなかった。18世 紀末か ら19世紀 まで、イギ リスが政治権

力を独 占す る傾向は強まりこそすれ、弱まることはなか った。それではカース ト秩序の再編は

どうか というと、経済力をっけたカース トがカース ト上昇運動を行 ったのは確かである。 しか

し、 これは組織力がいるし、時間 もかか るわけで、成功 したカース トの数 はそれほど多 くない。

む しろ私 は、土地所有に伴 う社会的威信、そこか ら生ず る経済的収入をsubinfeudationを 通

じて分配 してい くことで、ベ ンガル社会は当時の社会変動の波を吸収 した し、植民地政府 はそ

ういう方向に誘導 したのだと考える。

Subinfeudaもionは 、社会的 に上昇 して くる人間を、ベ ンガル社会独特のや り方で吸収 し、

秩序づけてい く方法であった。Subinfeudationは 、直接生産者か ら搾 り取 ったものを分配 し

ていく機構 という経済的側面 ももちろん持っていたが、在地における支配被支配の関係、あ る

いは宗教等の文化的な秩序を、土地に対する権利を軸に して結晶化 してい く働きも担っていた

と考えられ る。ベ ンガル社会における土地に対す る権利、別の言葉で言えば、農民か ら取った

余剰を分配 してい くシステムは、ただ単に経済的な意味合 いを持 っていただけではな く、社会

的、文化的な意味合いを も担 って いた。だか らこそ、19世 紀の後半 に至るまで、subinfeuda-

tionが 大々的に、 しか も極度に精緻な形で行われ(こ れをギアツの言葉を借 りて 「土地権益の

インヴォリューション」と呼ぶこともで きよう)ベ ンガル社会の秩序を考え る上で非常に重要

な意味を持っようにな ったのだと思 う。

もう一っ指摘 しておきたい構造的な特質は、今 日はあまり触れ られなかったが、農民の権利

に関係す る。先ほど農民の権利は18世 紀 には売却できず、売却できるよ うになったのは、1885

年のベ ンガル借地法によるといった。 したが って、ベ ンガルの土地市場 は、ザ ミンダールの権

利は自由に売買 しなが ら、農民の権利は売買 されないという、お もしろい構造を長い間持 って

いたわけであ る。それは一っにはベンガルの村落共同体の問題があった。例えば、南イ ンドと

,か西 イン ドでは村落共同体が強 く、共同所有者である農民の権利は、 ワタンとか ミラースとい

う言葉で呼ばれ、それ らは18世 紀か ら売買 されていた。 ところがベ ンガル農村社会にはそれに

相当する ものがない。ベ ンガル社会では、共同所有が解体 して、そ こか ら土地の売買が広がっ

てい くとい うコースを取 り得なか ったわけである。ベ ンガルではいっ頃か ら農民保有地の売却

が始 まったのかとい うと、19世 紀の後半か らである。純然たる農民保有地の売買 は19世 紀の第

30



4ク オーター ぐらいか ら一般化 してい く。村落共同体の弱 さがベ ンガルでは連綿 としてあり、

農民的土地所有が成立 し、農民の保有地の売却が一般化するのが遅れたと考える。これに関連

して もう一っ言っておきたいことがある。それはザ ミンダールと農民の関係の特質にっいてで

ある。両者の間には親子の関係になぞ らえるよ うな家父長的な関係が濃厚にあ り、それが20世

紀に至るまで維持 されていた。 したが って、ザ ミンダールはよそ者が自分の所領の中に入 って

くるのを好まない。売買すればよそ者が入って くるか ら、それに反対す るという構造があ った。

またザ ミンダールは農民 と共 に土地を支配す るわけだが、ザ ミンダールは荒蕪地、市場、農民

の屋敷地、更に経済的な価値のある立木に至 るまで、っまり文字通 りあらゆる土地を所有 して

いたことも重要である。農民が共同体を作 ろうと思 っても、共同所有地す ら存在 しなかったと

いうことであ る。農民保有地の売買が遅れた背景 として、ザ ミンダールー農民関係の特質を考

えておかな くてはならない。

4.地 帯的な特質

最後 にベ ンガルの農村の構造の歴史的な特質を抽出す る時に、どこら辺 に目をっければいい

か とい うことを地帯区分の指標ということで触れておきたい。問題点だけ挙げると、地主直営

地、.農 民保有地、刈分小作地という農地制度の問題が あり.、地主(ザ ミンダール等)、 富農

(ジ ョトダール)、 小農、刈分小作人(バ ルガダール)、、農業労働者 という階級構造の地帯的

特質がある。またそれだけではな く、カース トの問題(た とえば上位三カース ト、中間カース

ト、下位 ・不可触 カース ト、部族民の構成比)、 宗教的な問題(ヒ ン ドゥー教、イスラム教、

仏教、アニ ミズム)、 地理的な条件の問題(東 ベ ンガルと西ベ ンガルでは相当異なる)が かな

り重要な位置を占める。そういうところまでや って、初めて地域性とい うことを考えることが

できると思 う。また発表の準備を しなが ら思 ったことだが、本 日のテーマの 「発展の地域性」

という問題は、植民地においては、植民地的条件 というインターフェースを一っ入れ ないと話

しづ らく、直接的 に 「発展 と地域性」というのはなかなか繋が らないという感想を持 ったこと

をっけ加えてお きたい。
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コ メ ン ト

水 島 司

2っ の重要な点だけ話す。まず、階層化の問題である。階層化 ということを一般 に考えると、

単に土地への権利だ けが階層化の指標 にな るわけで はない。 イン ドの場合 には、それぞれの

カース トによって、.様々な形での アス ピレー ションがあったので はないか。例えば、洗濯人

カース トは、基本的には土地の耕作か ら排除 されている。では、洗濯人カース トのアス ピレー

ションは一体何処に向け られたのか。18世 紀 までのアジア社会に、多元的な多様なアス ピレー

ションがあ ったのではないか。イン ドの場合、例えば左手カース ト、右手カース トグループが

結婚のときに柱を何本立てるかとい う我 々か ら見ればっまらな く見えることで、都市部 を中心

にして殺 し合いをやる。っまり我々が考えているアスピレーションの方向とは別な形があり、

耕作 とか土地への関わ りを主要な生き方 としていない多 くのコ ミュ止ティがイン ド社会には存

在 したわ けだ。土地への権利にのみ視点 を置 くと、そうした彼 らの生 き方がす っぽ り抜 け落ち

て しまう。

例えば、私が調査 した南イン ドの村には、ガ ウンダーという羊飼 いカース トがいる。イン ド

ではカース ト差別のことを、土地所有の視点か ら見て しまうが、1860年 代の資料では、不可触

民 もこのガウンダー も土地所有はゼロに近い。 ところが19世 紀後半 から急速 にガウンダーが土

地所有へ向けて一気 に走り出す。別の例では、ム ットゥリアンとい う農業労働に従事するカー

ス トがあり、 これ も土地所有 という点では低 い位置にあり、私 もあまり素姓の良 くないカース

トであろうと思 っていた。 ところが、ある機会に彼 らは彼 らで戦闘集団と して非常に高い位置

にあったのであ り、どち らが高いとはいえないという説明をイン ド人の歴史家が して くれた。

之 にか く階層化一っを とっても、多元的な考え方がありうる。

19世紀後半か らベ ンガルでも土地売買が頻繁に行われて、法制的な変化 とライオ ッ ト権の確

立という状況が表裏一体 になって進んできた。 しか し、その過程で、イン ド社会が本来非常に

多元的に持 っていたはずの方向性が土地 に向か って しまうということが起 きたのではないだろ

うか。彼 らの動きが土地所有へと画一化 されて しまうところに、近代のアジアの抱える貧困の

根があるのではないか。階層化一つの問題をとって も、近代以前 にまで階層化を考える時には、

より多元的な視点を取 り込む必要がある。そ うした試みによって、地域発展の固有性 とか、時

代のイデオロギーというものが浮かび上が って くるのではないか。

2番 目の問題だが、 これが第一 の最後 の点 と関わって くる。つ まり、いろんな入が アス ピ
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レーションを持 った として も、そ うい うものが現実化されうるかどうかを規定 して しまう条件

がある。中里さんがおっしゃったように、大き く分けると、市場原理 にの っとる市場的な条件

と歴史的な環境、っまり非市場的な条件の2つ である。特 にその後者が重要である。例えば、

カース トを単位 とした支配 ・非支配関係、あるいは村落支配構造がそうであって、例えば、村

落支配構造 にの っとってザ ミンダールの支配がある場合、土地の権利が売買されないようにす

ると、上級農民の安定が図 られ、よそ者が入 り込まず、結局その支配が安定す る。ザ ミンダー

ルの家父長的な関係 とか、非市場的な要素 は、 こうしたアスピレーションを方向づけするとき

の大 きな制限、大きな力になって機能 している。

もう一っ、ザ ミンダールの出自について中里 さんは書いて らっしゃるが、その中で、彼 らが

かつて国家の徴税機構に組み込 まれることによって、国家 による富の再分配に入り込む ことが

で きたとい うことを重要視 されている。 このような国家の持つ非市場性は、今 日のアジアの諸

国家において、開発行政 とか統制行政への関わ りが富の分配とかなり関わ っているという点に

連なっており、その意味で極めて現代的な問題だろうと思 う。

最後 に 「発展の地域性」というのは、どうも地域 というものを運動体と して考えないとよ く

分か らない、 しか もその運動体 というのは、非市場的ないろんな歴史的な条件を背中に背負っ

てお り、そこにこそ地域発展の個性が出て くるよ うに感 じられ るという点をっけ加えてお きた

い。

質疑応答

加納 いまの報告の内容 との直接の関係はな

いが、アジアか らヨーロッパへの米の輸出に

ついて、18世 紀の末か ら19世紀の始めにかけ

て、イギ リスが輸入 している米の最大のソー

スはベンガルで、19世 紀に入るとビルマの方

の輸出がずっと大きくなって くるが、1860年

代に入 っても、ベンガルか ら米の輸出が続い

てる。ベンガルが米の供給余力、輸出余力を

持っという状態はいっごろまで続いたのか教

えていただきたい。

中里 ベンガルか らイギ リスへ米が輸出され

ていることは貿易統計を見て知っていたが、

ベンガルの米の輸出余力は、調べた ことがな

いので分からない。

水島さんの コメントに関 しては、18世 紀ま

では、インド社会の流動性 ということを言う

のなら、それは多面的な方向性を持 っていた

のだから、土地所有による階層化を論 じるだ

けでは不十分ではないか、 というご指摘だと

理解する。この点にっいては私 も同意見であ
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る。ただ今日の話は土地制度ということなの

で、こういう話を した。次にイン ドのカース

ト制度についてはかなり地域的な差があるこ

とを指摘 しておきたい。水島さんが研究 して

おられる南インドとベ ンガルでは相当違 う。

たとえばベ ンガルにチャーシー ドーバーとい

うカース トがある。チャーシーとは耕作者と

いう意味で、 ドーバーは洗濯人カース トを指

す言葉である。つまり耕作をす る洗濯人カー

ス トが存在するわけで、かなり低いカース ト

の者に至るまで、ベ ンガルでは土地を持って

いる6も う一つ例を挙げると、先ほどお話 し

した1780年 代の検地帳によると、ムチという

カース ト(皮 革工)、 ハー リーというカース

ト(清 掃人)の ように不可触民の中でもひと

きわ不浄性が高いとされている人たちも、小

さいなが らも土地を持 っていた。だからベン

ガルでは土地制度の枠内で彼らの持 っている

アス ピレーション、上昇志向はある程度カ

バーできたと思う。それと18世紀後半から、
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社会の方向性が土地に向かって くるというの

は、おっしゃる通りである。社会的流動性が

上がってきたとき、いろんな可能性があるわ

けだが、結局土地に向かってい くということ

である。

市場的な力、非市場的な力ということに関

連 しては、イ ンドでは非市場的な力が重要で

あるが、それはイ ンド社会の特性であるとと

もに、植民地支配の特性で もあったことを指

摘 しておきたい。つま りイギ リスはレッセ

フェールをいいなが ら、実際にやっていたこ

とはかなり異なる。例えば、植民地政府が自

由であるべき土地市場に後見庁を使 って介入

し、ザ ミンダールの地所の解体を防 こうとし

た。それはイン ド支配を維持す るたあに必要

だったか らである。インド社会固有の条件と

植民地支配の条件の両方を見ながら、非市場

的な条件 も入れてインド社会の動態を分析 し

なければいけないと思 う。




